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 第１号議案 
 

    令和８年度栃木県一般会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ960,680,000千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （継続費） 

 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

 

 （債務負担行為） 

 

第３条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

 

第４条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方 

 

債」による。 

 

  （一時借入金） 

 

 第５条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000,000千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 

 第６条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 
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  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費 

 

 の各項の間の流用 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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款 項 金 額 

2 地 方 消 費 税 清 算 金 119,001,000

1 地 方 消 費 税 清 算 金 119,001,000

3 地 方 譲 与 税 50,300,000

1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 47,600,000

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,100,000

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 100,000

4 自 動 車 重 量 譲 与 税 400,000

5 森 林 環 境 譲 与 税 100,000

4 地 方 特 例 交 付 金 12,500,000

1 地 方 特 例 交 付 金 12,500,000

5 地 方 交 付 税 150,000,000

1 地 方 交 付 税 150,000,000

6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 400,000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 400,000

7 分 担 金 及 び 負 担 金 7,174,161
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款 項 金 額 

1 社 会 福 祉 費 68,323,728

2 児 童 福 祉 費 44,604,488

3 生 活 保 護 費 3,841,494

4 災 害 救 助 費 714,051

5 県 民 生 活 費 2,728,773

4 衛 生 費 67,458,172

1 公 衆 衛 生 費 38,216,869

2 環 境 衛 生 費 1,589,171

3 保 健 所 費 2,384,722

4 医 薬 費 16,344,594

5 病 院 費 4,610,630

6 環 境 対 策 費 4,312,186

5 労 働 費 2,555,648

1 労 政 費 844,134

2 職 業 訓 練 費 1,474,513
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款 項 金 額 

4 都 市 計 画 費 12,450,896

5 住 宅 費 2,729,377

9 警 察 費 49,634,940

1 警 察 管 理 費 48,160,197

2 警 察 活 動 費 1,474,743

10 教 育 費 206,499,605

1 教 育 総 務 費 32,007,045

2 小 学 校 費 64,524,084

3 中 学 校 費 37,930,044

4 高 等 学 校 費 41,197,647

5 特 別 支 援 学 校 費 17,504,984

6 社 会 教 育 費 2,031,009

7 保 健 体 育 費 11,304,792

11 災 害 復 旧 費 2,575,082

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 224,274
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款 項 金 額 

歳 出 合 計 960,680,000
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第２表 継   続   費                                                       （単位千円） 

款 項 事         業        名 総         額 年      度 年   割   額 

2 総     務     費 1 総    務    管    理    費 
 

本庁舎空調制御設備更新工事費 495,000 令和８年度 372,526 

  令和９年度 122,474 

  
 

衛 生 福 祉 大 学 校 本 館 

屋 根 ・ 防 水 等 改 修 費 

2,054,133 令和８年度 410,826 

  令和９年度 1,027,067 

  

 

令和10年度 616,240 

  
 

運 転 免 許 セ ン タ ー 庁 舎 

屋 根 ・ 防 水 等 改 修 費 

2,201,553 令和８年度 880,621 

  令和９年度 880,621 

  

 

令和10年度 440,311 

 6 防     災     費 
 

次 期 防 災 情 報 シ ス テ ム 整 備 費 908,100 令和８年度 434,500 

 令和９年度 473,600 

9 警     察     費 1 警    察    管    理    費 
 

大田原警察署庁舎土地造成工事費 209,000 令和８年度 20,900 

令和９年度 188,100 

10 教     育     費 4 高  等  学  校  費 

 

栃木農業高・栃木工業高・栃木 

商 業 高 新 校 外 構 設 計 費 
 

52,000 令和８年度 26,000 
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款 項 事         業        名 総         額 年      度 年   割   額 

  

 

  令和９年度 26,000 

   

 

真 岡 北 陵 高 ・ 真 岡 工 業 高 

新 校 実 習 棟 整 備 費 
2,886,010 令和８年度 133,629 

  令和９年度 1,716,357 

  令和10年度 1,036,024 

  

 

真 岡 北 陵 高 ・ 真 岡 工 業 高 

新 校 食 品 化 学 実 習 室 解 体 費 
116,787 令和８年度 80,022 

  令和９年度 36,765 

  

 

真 岡 北 陵 高 ・ 真 岡 工 業 高 

新 校 商 業 ・ 福 祉 棟 整 備 費 
190,009 令和８年度 95,005 

  令和９年度 95,004 

  

 

那 須 拓 陽 高 ・ 那 須 清 峰 高 

新 校 旧 本 館 棟 解 体 費 
 342,492 令和８年度 306,039 

  令和９年度 36,453 

  

 

小 山 高 新 校 整 備 費 889,441 令和８年度 188,456 

  令和９年度 700,985 

 5 特 別 支 援 学 校 費 

 

栃 木 ・ 那 須 特 別 支 援 学 校 

食 堂 棟 整 備 費 
1,415,137 令和８年度 283,026 

 令和９年度 1,132,111 

  

 

栃 木 ・ 那 須 特 別 支 援 学 校 

生 活 訓 練 施 設 改 修 費 
 

257,459 令和８年度 180,222 
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款 項 事         業        名 総         額 年      度 年   割   額 

  

 

 令和９年度 77,237 

  

 

岡 本 特 別 支 援 学 校 

土 地 造 成 工 事 設 計 費 
68,640 令和８年度 20,592 

  令和９年度 48,048 

 7 保  健  体  育  費 

 

グリーンスタジアム大型映像装置 

操 作 シ ス テ ム 改 修 費 
220,000 令和８年度 132,000 

  令和９年度 88,000 
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第３表 債 務 負 担 行 為                                                                                                                （単位千円） 

事                      項 期 間 限 度 額 

共 同 利 用 型 基 盤 運 用 事 業 費 令和９年度から令和14年度まで 2,420,320 

 

地 方 債 証 券 の 共 同 発 行 に よ っ て 生 じ る 連 帯 債 務 

（ 令 和 ８ 年 度 発 行 分 ） 

 

 

令和８年度から令和18年度まで 
 

共同発行市場公募地方債（グリーンボンド）に係る 

債務負担総額125,000,000千円から本県負担額を控 

除して得た額及びこれに対する利息の合計額相当額 

栃木県環境保全公社の事業資金借入金に対する損失補償  1,000,000 

盛 土 規 制 法 基 礎 調 査 事 業 令和９年度 51,690 

森 林 路 網 整 備 事 業 令和９年度 15,000 

県 単 治 山 事 業 令和９年度 30,000 

自 然 公 園 等 施 設 整 備 事 業 （ 県 単 ） 令和９年度 5,000 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 安 定 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ８ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

経営安定資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が 

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から 

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを 

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお 

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額） 

の３分の２に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 創 業 支 援 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ８ 年 度 融 資 保 証 分 ）  

 

創業支援資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が 

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から 

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを 
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事                      項 期 間 限 度 額 

 

 
 

 

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお 

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額） 

の２分の１に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 新 事 業 開 拓 支 援 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ８ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

新事業開拓支援資金融資額のうち、栃木県信用保証 

協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済 

額から中小企業信用保険法第５条の規定により、支 

払いを受けた保険金の額を控除した額（責任共有制 

度における負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じ 

た額）の２分の１に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 改 善 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ８ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

経営改善資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が 

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から 

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを 

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお 

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額） 

の３分の１に相当する額 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 サ ポ ー ト 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ８ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

 

 

経営サポート資金融資額のうち、栃木県信用保証協 

会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額 

から中小企業信用保険法第５条の規定により、支払 

いを受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度 

における負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた 

額）の３分の１に相当する額（ただし、借換融資の 

うちサポート借換に限る。） 

 

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 小 規 模 企 業 資 金 融 資 保 証 

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ８ 年 度 融 資 保 証 分 ） 

  

 

小規模企業資金融資額のうち、栃木県信用保証協会 

が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額か 

ら中小企業信用保険法第５条の規定により、支払い 

を受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度に 

おける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額 
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事                      項 期 間 限 度 額 

 

 
 

 

）の３分の２に相当する額 
 

 

栃木県信用保証協会の栃木県農業ビジネス保証制度資金 

融 資 保 証 に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ８ 年 度 融 資 保 証 分 ）  

 

栃木県農業ビジネス保証制度資金融資額のうち、栃 

木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生 

ずる代位弁済額の80分の25に相当する額 

 

離 職 者 等 再 就 職 訓 練 事 業 費 令和９年度から令和10年度まで 69,465 

 

農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 令和９年度から令和31年度まで 544,897 

 

農 業 経 営 負 担 軽 減 支 援 資 金 利 子 補 給 令和９年度から令和26年度まで 40,624 

 

奨 励 品 種 選 定 基 本 調 査 委 託 事 業 令和９年度 160 

い ち ご 新 品 種 育 成 現 地 試 験 委 託 事 業 令和９年度 250 

 

大 家 畜 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 令和９年度から令和33年度まで 4,346 

 

養 豚 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 令和９年度から令和23年度まで 1,474 

 

農 村 地 域 防 災 減 災 事 業 

（ 赤 沢 川 地 区 排 水 樋 管 工 事 ） 

 

令和９年度 
 

100,000 

 

水 利 施 設 整 備 事 業 

（矢の目ダム地区水管理制御設備・電気設備更新工事） 

 

令和９年度 

 

292,300 

 

水 利 施 設 整 備 事 業 

（ 部 屋 南 部 地 区 水 管 理 設 備 工 事 ） 
 

 

令和９年度 

 

200,000 

 

栃 木 ヘ リ ポ ー ト 航 空 灯 火 更 新 事 業 令和９年度 16,000 
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事                      項 期 間 限 度 額 

 

次 期 公 共 工 事 管 理 シ ス テ ム 導 入 事 業 令和９年度から令和10年度まで 916,667 

 

道 路 保 全 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度 4,500,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度 7,000,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度から令和10年度まで 6,000,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度から令和11年度まで 9,400,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度から令和12年度まで 4,800,000 

 

河 川 受 託 事 業 令和９年度 875,000 

 

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度 3,760,000 

 

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度から令和10年度まで 160,000 

 

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度から令和12年度まで 2,600,000 

 

市 町 村 川 づ く り 助 成 費 （ 補 助 ） 令和９年度 250,000 

 

ダ ム 施 設 保 全 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度 480,000 

 

砂 防 施 設 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度 1,500,000 

 

街 路 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 令和９年度 3,370,000 

 

街 路 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 
 

 

 

令和９年度から令和10年度まで 
 

1,900,000 
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事                      項 期 間 限 度 額 

 

魅 力 あ る 公 園 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 

 

令和９年度 
 

385,000 

 

道 路 保 全 事 業 （ 県 単 ） 令和９年度 3,550,000 

 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 令和９年度 600,000 

 

河 川 砂 防 保 全 事 業 （ 県 単 ） 令和９年度 355,000 

 

緊 急 防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 （ 河 川 砂 防 ） 令和９年度 470,000 

 

河 川 砂 防 施 設 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 令和９年度 85,000 

 

魅 力 あ る 公 園 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 令和９年度 10,000 

 

国 際 園 芸 博 覧 会 屋 外 出 展 事 業 令和９年度 7,700 

と ち ぎ 学 力 向 上 推 進 事 業 費 令和９年度 33,400 

県 立 学 校 施 設 照 明 Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業 令和９年度から令和19年度まで 3,555,444 

Ａ Ｔ 限 定 大 型 免 許 試 験 車 両 整 備 事 業 令和９年度 4,600 
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第４表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

庁 舎 等 施 設 整 備 費 5,866,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

地 域 鉄 道 対 策 事 業 費 100,000 同 上 同 上 同 上 

社 会 福 祉 施 設 整 備 費 861,000 同 上 同 上 同 上 

被 災 者 生 活 再 建 支 援 基 金 拠 出 金 626,000 同 上 同 上 同 上 

土 地 改 良 事 業 費 1,487,000 同 上 同 上 同 上 

林 道 事 業 費 67,000 同 上 同 上 同 上 

治 山 事 業 費 951,000 同 上 同 上 同 上 

県 単 林 道 事 業 費 42,000 同 上 同 上 同 上 

県 単 治 山 事 業 費 161,000 同 上 同 上 同 上 

自 然 公 園 等 施 設 整 備 費 211,000 同 上 同 上 同 上 
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起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率 償 還 の 方 法 

国 庫 補 助 道 路 事 業 費 9,615,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

国 庫 補 助 河 川 改 良 費 2,294,000 同 上 同 上 同 上 

国 庫 補 助 砂 防 費 878,000 同 上 同 上 同 上 

国 庫 補 助 街 路 事 業 費 1,795,000 同 上 同 上 同 上 

公 園 緑 地 整 備 費 332,000 同 上 同 上 同 上 

県 営 住 宅 建 設 事 業 費 890,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 道 路 事 業 負 担 金 1,828,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 河 川 事 業 負 担 金 1,717,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 砂 防 事 業 負 担 金 974,000 同 上 同 上 同 上 

地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 11,747,000 同 上 同 上 同 上 

河 川 等 整 備 事 業 費 4,425,000 同 上 同 上 同 上 

警 察 施 設 整 備 費 777,000 同 上 同 上 同 上 
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起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率 償 還 の 方 法 

交 通 安 全 施 設 整 備 費 1,249,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

学 校 施 設 整 備 費 7,710,000 同 上 同 上 同 上 

教 育 施 設 等 整 備 費 60,000 同 上 同 上 同 上 

農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 71,000 同 上 同 上 同 上 

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 866,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 災 害 復 旧 事 業 負 担 金 100,000 同 上 同 上 同 上 

計 57,700,000    
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 第２号議案 
 

    令和８年度栃木県公債管理特別会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ49,036,480千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （地方債） 

 

 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

 

の方法は、「第２表地方債」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 公 債 費 49,036,480

1 公 債 費 49,036,480

歳 出 合 計 49,036,480
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第２表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

一 般 会 計 借 換 債 39,551,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間を

含む。）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 
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 第３号議案 
 

    令和８年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算 
 

 

  令和８年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,228,610千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

（地方債） 

 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

 

の方法は、「第２表地方債」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 地 方 独 立 行 政 法 人 県 立 病 院 貸 付 金 1,640,320

1 地 方 独 立 行 政 法 人 県 立 病 院 貸 付 金 1,640,320

2 公 債 費 2,588,290

1 公 債 費 2,588,290

歳 出 合 計 4,228,610
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第２表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー 貸 付 金 834,328 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

栃木県立リハビリテーションセンター 

貸 付 金 

356,328 同 上 同 上 同 上 

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 貸 付 金 

 

449,664 同 上 同 上 同 上 

計 1,640,320    
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 第４号議案 
 

    令和８年度栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ493,440千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （債務負担行為） 

 

 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担 

 

行為」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 

 

36



37



（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 493,440

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 493,440

歳 出 合 計 493,440
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第２表 債 務 負 担 行 為                                                  （単位千円） 

 

 

事                    項 期            間 限 度 額 

 

母 子 福 祉 資 金 

 

 

寡 婦 福 祉 資 金 

 

 

父 子 福 祉 資 金 

 

 

   修 学 資 金 

 

 

 

   修 業 及 び 技 能 習 得 資 金 

 

 

   生 活 資 金 

 

 

 

 

 

 

 

 令和９年度から令和13年度まで 

 

 

 令和９年度から令和13年度まで 

 

 

 令和９年度から令和13年度まで 

 

 

  高等学校、大学、大学院、高等

  専門学校又は専修学校就学期間 

  中 

 

318,096 

 

 

26,658 

 

 

50,652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識及び技能習得期間中５年 

以内 

 

  知識技能を習得している期間 

  中、医療等を受けている期間 

  中、母子家庭等となり生活が安 

  定するまでの間又は失業してい 

  る期間中離職の日から１年を超 

  えない範囲内の期間 
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 第５号議案 
 

    令和８年度栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ304,720千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 費 304,720

1 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 費 304,720

歳 出 合 計 304,720
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 第６号議案 
 

    令和８年度栃木県国民健康保険特別会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ173,024,970千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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款 項 金 額 

歳 入 合 計 173,024,970
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 第７号議案 
 

    令和８年度栃木県営林事業特別会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県営林事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ372,290千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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款 項 金 額 

2 雑 入 1,993

歳 入 合 計 372,290
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 第８号議案 
 

    令和８年度栃木県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ106,250千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 貸 付 勘 定 102,820

1 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金 102,820

2 業 務 勘 定 3,430

1 管 理 指 導 事 務 費 3,330

2 予 備 費 100

歳 出 合 計 106,250
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 第９号議案 
 

    令和８年度栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和８年度栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ70,620千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円） 歳 出 

款 項 金 額 

1 中 小 企 業 高 度 化 等 資 金 貸 付 事 業 費 19,684

1 中 小 企 業 高 度 化 等 資 金 貸 付 事 業 費 19,684

2 公 債 費 50,936

1 公 債 費 50,936

歳 出 合 計 70,620
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 第１０号議案 

 

    令和８年度栃木県就農支援資金貸付事業特別会計予算 

 

 

  令和８年度栃木県就農支援資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ99,130千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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款 項 金 額 

歳 入 合 計 99,130
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第１１号議案 

 

   令和８年度栃木県流域下水道事業会計予算 

 

 

 （総則）  

 

第１条 令和８年度栃木県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 流 域 関 連 市 町 数                               10市町 

 

 ２ 年 間 総 処 理 水 量                           58,242,000㎥ 

 

 ３ 一日平均処理水量                             159,567㎥ 

 

 ４ 主要な建設改良事業 

 

  処理場建設改良事業               事業費           2,438,856千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 流 域 下 水 道 事 業 収 益                       9,986,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         6,166,218千円 
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 第２項 営 業 外 収 益                         3,819,781千円 

 

  第３項 特 別 利 益                                 1千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 流 域 下 水 道 事 業 費 用                       9,809,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         9,662,982千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                           139,017千円 

 

  第３項 特 別 損 失                                 1千円 

 

  第４項 予 備 費                             7,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額880,000千円は、当年度分消費税及び地方 

 

 消費税資本的収支調整額65,021千円、過年度分損益勘定留保資金215,672千円及び当年度分損益勘定留保資金599,307千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                           4,416,000千円 

 

  第１項 企 業 債                           833,146千円 

 

  第２項 負 担 金                           835,787千円 

 

  第３項 受 託 事 業 収 入                           313,185千円 

 

  第４項 国 庫 補 助 金                         2,433,882千円 
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                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           5,296,000千円 

  

  第１項 建 設 改 良 費                         4,417,943千円 

 

  第２項 固 定 資 産 購 入 費                             7,919千円 

 

  第３項 企 業 債 償 還 金                           863,138千円 

 

  第４項 予 備 費                             7,000千円 

 

 （債務負担行為） 

 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項  期         間 限 度 額 

令和８年度鬼怒川上流流域 

下水道管理費(中央処理区)  

令和９年度から令和11年度まで 

 

3,781,000千円 

 

令和８年度鬼怒川上流流域 

下水道建設費(上流処理区) 

令和８年度から令和９年度まで 

 

583,000千円 

 

令和８年度鬼怒川上流流域 

下水道建設費(中央処理区) 

令和８年度から令和９年度まで 

 

334,400千円 

 

令和８年度巴波川流域下水道

建 設 費 

令和８年度から令和９年度まで 

 

182,300千円 
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令和８年度北那須流域下水道 

建 設 費 

令和８年度から令和10年度まで 

 

999,000千円 

 

令和８年度渡良瀬川下流流域 

下水道建設費(大岩藤処理区) 

令和８年度から令和９年度まで 

 

540,000千円 

 

令和８年度渡良瀬川下流流域 

下水道建設費(思川処理区) 

令和８年度から令和９年度まで 

 

324,000千円 

 

令和８年度下水道資源化工場 

建 設 等 事 業 費 

令和８年度から令和10年度まで 

 

2,200,000千円 

 

 

 （企業債） 

 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利        率 償 還 の 方 法 

流 域 下 水 道 建 設 事 業 833,146千円 普通貸借又は債券発行（発 

行価格が額面金額を下回る 

ときは、それぞれの発行価 

格差減額を埋めるために必 

要な金額をそれぞれの限度 

額に加算した金額を限度額 

とする。） 

9.0％以内（ただし、利 

率見直し方式で借り入れ 

る政府資金及び地方公共 

団体金融機構資金につい 

て、利率の見直しを行っ 

た後においては、当該見 

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

 

 （一時借入金） 

 

第７条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。 
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 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

 の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                191,130千円   

 

 （他会計からの補助金） 

 

第10条 収益的支出に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、849,862千円である。 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１２号議案 

 

令和８年度栃木県電気事業会計予算 

 

 

（総則） 

 

第１条 令和８年度栃木県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

１ 年 間 販 売 電 力 量                           212,117,000キロワット時 

 

２ 主要な建設改良事業 

 

  板 室 発 電 所 建 設 事 業             事業費           1,429,032千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 電 気 事 業 収 益                       4,221,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         4,169,068千円 

 

 第２項 財 務 収 益                            13,453千円 

 

第３項 事 業 外 収 益                            38,477千円 
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  第４項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 電 気 事 業 費 用                       3,376,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         3,217,366千円 

 

  第２項 財 務 費 用                            30,143千円 

 

  第３項 事 業 外 費 用                           126,491千円 

 

  第４項 予 備 費                             2,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,540,000千円は、当年度分消費税及び地 

 

方消費税資本的収支調整額219,982千円、地域振興積立金70,000千円及び過年度分損益勘定留保資金1,250,018千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                            1,832,000千円 

 

  第１項 企 業 債                         1,810,000千円 

  

 第２項 工 事 負 担 金                            17,743千円 

 

第３項 長期貸付金償還金                             3,600千円 

 

 第４項 固定資産売却代金                                 1千円 

 

 第５項 雑 収 入                               656千円 
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                 支        出 

 

第１款 資 本 的 支 出                           3,372,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                         2,461,971千円 

 

 第２項 企 業 債 償 還 金                           837,983千円 

 

  第３項 投 資                                46千円 

 

第４項 繰 出 金                            70,000千円 

 

  第５項 予 備 費                             2,000千円   

 

（継続費） 

 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 川 治 第 一 発 電 所 

自動 電圧 調整 装置 等 

更 新 工 事 

220,000 令和８年度 77,000 

令和９年度 143,000 

  小 網 発 電 所 

主要 機器 等更 新工 事 

604,912 令和８年度 9,702 

令和９年度 28,556 

    令和10年度 488,862 
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款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

    令和11年度 77,792 

  庚 申 ダ ム 

洪水吐ゲート等遠隔化 

対 応 機 器 整 備 工 事 

55,000 令和８年度 44,000 

令和９年度 11,000 

 

 （債務負担行為） 

 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項 期          間 限 度 額 

川 治 第 一 発 電 所 

自動電圧調整装置等更新工事 

令和９年度 

 

20,350千円 

 

川 治 第 一 発 電 所 

調 速 機 盤 等 修 繕 工 事 

令和９年度 

 

50,050千円 

 

小 網 発 電 所 

主 要 機 器 等 更 新 工 事 

令和９年度から令和11年度まで 

 

41,162千円 

 

木 の 俣 発 電 所 

主要機器内部点検修繕等工事 

令和９年度 

 

385,418千円 

 

 

 （企業債） 

 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利        率 償 還 の 方 法 

今 市 発 電 管 理 事 務 所 

集中監視制御装置更新工事 

310,000千円 普通貸借又は債券発行（発 

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利率 

見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団

体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

板室発電所主要機器更新等工事 1,370,000千円 同 上 同 上 同 上 

足尾発電所主要変圧器更新工事 80,000千円 同 上 同 上 同 上 

足尾発電所配電盤更新工事 50,000千円 同 上 同 上 同 上 

 

（一時借入金） 

 

第８条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

１ 営 業 費 用 

 

 ２ 事 業 外 費 用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 
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の議決を経なければならない。 

 

職 員 給 与 費                                421,116千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１３号議案 

 

令和８年度栃木県水道事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和８年度栃木県水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 年 間 供 給 水 量                            21,921,900㎥ 

 

 ２ 主要な建設改良事業 

 

  北那須水道用水供給建設事業           事業費            245,135千円 

 

  鬼怒水道用水供給建設事業            事業費            202,632千円 

  

（収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

第１款 水道用水供給事業収益                       2,079,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         1,992,583千円 

 

第２項 営 業 外 収 益                            86,415千円 
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 第３項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                支        出 

 

第１款 水道用水供給事業費用                       2,018,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         1,967,532千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                            48,468千円 

 

  第３項 予 備 費                             2,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額691,000千円は、当年度分消費税及 

 

び地方消費税資本的収支調整額41,854千円、減債積立金30,451千円、建設改良積立金180,000千円及び過年度分損益勘定留保資金438,695千円で 

 

補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

  

 第１款 資 本 的 収 入                               1,000千円 

 

  第１項 受 託 工 事 受 入 金                              1千円 

 

  第２項 雑 収 入                               999千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                             692,000千円 

 

 第１項 建 設 改 良 費                           452,354千円 
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 第２項 企 業 債 償 還 金                            30,451千円 

 

 第３項  投 資                           201,195千円   

 

 第４項 予 備 費                             8,000千円   

 

（継続費） 

 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 浄 水 施 設 耐 震 診 断 

業 務 委 託 

184,932 令和８年度 92,466 

 令和９年度 92,466 

  中 央 監 視 制 御 設 備 

更 新 工 事 

957,000 令和８年度 99,000 

 令和９年度 819,500 

   
 令和10年度 38,500 

  送 水 ポ ン プ 設 備 等 

更 新 工 事 

302,953 令和８年度 85,367 

 令和９年度 170,732 

 令和10年度 46,854 
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 （債務負担行為） 

 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項 期          間 限 度 額 

中央監視制御設備更新工事 令和９年度から令和10年度まで 22,000千円 

送水ポンプ設備等更新工事 令和９年度から令和10年度まで 8,934千円 

 

（一時借入金） 

 

第７条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

 の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                218,226千円 
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 （たな卸資産購入限度額） 

 

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１４号議案 

 

   令和８年度栃木県工業用水道事業会計予算 

 

 

（総則） 

 

第１条 令和８年度栃木県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 年 間 供 給 水 量                            8,948,705㎥ 

 

 ２ 主要な建設改良事業 

 

  鬼怒左岸台地地区工業用水道建設事業       事業費             83,482千円 

  

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 工 業 用 水 道 事 業 収 益                         887,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                           543,227千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                           343,772千円 

 

  第３項 特 別 利 益                               1千円 
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                 支        出 

  

 第１款 工 業 用 水 道 事 業 費 用                         810,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                           791,255千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                            17,745千円 

 

  第３項 予 備 費                             1,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額182,000千円は、当年度分消費税及び地方 

 

 消費税資本的収支調整額8,434千円、建設改良積立金70,765千円及び過年度分損益勘定留保資金102,801千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                               1,000千円 

 

  第１項 負 担 金                               272千円 

 

  第２項 工 事 負 担 金                                 1千円 

 

  第３項 雑 収 入                               727千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                             183,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                            88,762千円 

 

  第２項 長期借入金償還金                            90,218千円 

78



     

 

  第３項 投 資                                20千円 

 

  第４項 予 備 費                             4,000千円 

 

 （継続費） 

 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 浄 水 施 設 耐 震 診 断 

業 務 委 託 

79,068 令和８年度 39,534 

 令和９年度 39,534 

 

 （一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 
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の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                  49,187千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１５号議案 

 

   令和８年度栃木県用地造成事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和８年度栃木県用地造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 土 地 造 成            事業費           2,061,000千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

第１款 用 地 造 成 事 業 収 益                         97,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                            25,389千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                            71,609千円 

 

   第３項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 用 地 造 成 事 業 費 用                        131,000千円 
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  第１項 営 業 費 用                          115,542千円 

  

  第２項 営 業 外 費 用                             5,457千円 

 

第３項 特 別 損 失                                 1千円 

 

  第４項 予 備 費                            10,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額202,000千円は、当年度分消費税及び地方 

 

 消費税資本的収支調整額64,677千円及び過年度分損益勘定留保資金137,323千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                           2,940,000千円 

 

  第１項 企 業 債                         2,515,000千円 

 

  第２項 負 担 金                          418,763千円 

 

  第３項 長期貸付金償還金                             5,400千円 

 

  第４項 分 譲 前 受 金                               1千円 

 

第５項 雑 収 入                             836千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           3,142,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                         2,247,000千円 
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  第２項 企 業 債 償 還 金                           890,000千円 

   

  第３項 予 備 費                             5,000千円   

 

 （企業債） 

  

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

     

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 

土 地 造 成 事 業 費 2,515,000千円 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団

体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

 

（一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

 の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                125,344千円 

 

  令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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第１６号議案 

 

   令和８年度栃木県施設管理事業会計予算 
 

 

 （総則） 

 

第１条 令和８年度栃木県施設管理事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ ゴ ル フ 場 事 業            利用者数           37,000人 

 

 ２ 賃 貸 ビ ル 事 業            貸付面積          4,410.98㎡ 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収        入 

 

第１款 経営総合管理事業収益                          261,000千円 

 

第１項 営 業 外 収 益                           261,000千円 

 

第２款 ゴ ル フ 場 事 業 収 益                          30,000千円 

 

第１項 営 業 収 益                            23,100千円 

 

第２項 営 業 外 収 益                             6,900千円 
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第３款 賃 貸 ビ ル 事 業 収 益                          204,000千円 

 

第１項 営 業 収 益                           201,873千円 

 

第２項 営 業 外 収 益                             2,127千円 

 

支        出 

 

 第１款 経営総合管理事業費用                          261,000千円 

 

第１項 営 業 費 用                           243,635千円 

 

第２項 営 業 外 費 用                            17,365千円 

 

第２款 ゴ ル フ 場 事 業 費 用                           18,000千円 

 

第１項 営 業 費 用                            16,315千円 

 

第２項 営 業 外 費 用                             1,685千円 

 

第３款 賃 貸 ビ ル 事 業 費 用                          173,000千円 

 

第１項 営 業 費 用                           163,900千円 

 

第２項 営 業 外 費 用                             9,100千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額（翌年度以降の支出の財源に充当する額6,298千円を除く）が資本的支出額 

 

に対し不足する額9,000千円（ゴルフ場事業）及び49,298千円（賃貸ビル事業）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額566千円及び過 

 

年度分損益勘定留保資金57,732千円で補てんするものとする。）。 
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収        入 

  

 第１款 ゴルフ場事業資本的収入                            7,000千円 

 

第１項 他 会 計 繰 入 金                           6,006千円 

 

第２項 雑 収 入                             994千円 

 

第２款 賃貸ビル事業資本的収入                          262,000千円 

 

第１項 企 業 債                          100,000千円 

 

第２項 他会計長期借入金                                                   150,000千円 

 

第３項 修 繕 預 り 金 収 入                            11,201千円 

  

第４項 雑 収 入                             799千円 

 

支        出 

  

 第１款 ゴルフ場事業資本的支出                           16,000千円 

 

第１項 建 設 改 良 費                             6,226千円 

 

第２項 長期借入金償還金                           9,774千円 

 

第２款 賃貸ビル事業資本的支出                          305,000千円 

 

第１項 企 業 債 償 還 金                           120,000千円 

  

第２項 長期借入金償還金                           180,097千円 
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  第３項 修 繕 預 り 金 支 出                           4,903千円 

 

  （企業債） 

 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法  

賃 貸 ビ ル 事 業 借 換 債 100,000千円 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団

体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

 

 （一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこ 
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 れら以外の経費をこれらの経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 

 １ 職 員 給 与 費                             173,498千円 

 

２ 交 際 費                                  200千円 

 

 （他会計からの補助金） 

 

第９条 ゴルフ場事業に関する修繕工事及び建設改良のため電気事業会計からこの会計へ補助を受ける金額は、9,812千円である。 

    

  令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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 第１７号議案 
 

    栃木県スタートアップ企業応援基金条例の制定について 
 

  栃木県スタートアップ企業応援基金条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県スタートアップ企業応援基金条例 

  （設置） 

第１条 スタートアップ企業等を支援することにより、本県産業の振興に資するため、栃木県スタートアップ企業応援基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

  （積立て） 

 第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 

  （管理） 

 第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 

  （運用益金の処理） 

 第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。 

  （繰替運用） 

 第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。 

  （処分） 

 第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。 

  （委任） 

 第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

    附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 第１８号議案 
 

    栃木県カスタマーハラスメント防止条例の制定について 
 

  栃木県カスタマーハラスメント防止条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県カスタマーハラスメント防止条例 

  今日、顧客等による不当な要求等の行き過ぎた言動、いわゆるカスタマーハラスメントは、就業者の人格や尊厳を害し心身に重大な影響を及ぼすと 

ともに、事業者にとっては人手不足が深刻化する中で離職者の増加を引き起こし事業の継続を困難にするなど、社会的な問題となっている。 

また、カスタマーハラスメントは、事業者及び就業者と顧客、取引の相手方、施設の利用者等多様な者との間で発生し得るものであり、誰もが当事 

者となる可能性がある。 

カスタマーハラスメントのこうした現状と性質を踏まえ、誰もが安心して働き続けることのできる就業環境、事業者と顧客等との良好な関係に基づ 

く事業の安定的な継続及び県民の快適で豊かな生活を実現するためには、当事者となり得る者全てがカスタマーハラスメントに対する関心を深め、こ 

れを正しく理解するとともに、カスタマーハラスメントの防止に向けた取組を一体となって進める必要がある。 

ここに、私たちは、性別、年齢、国籍、業務の内容、業務上の地位等を問わず、全ての人に対するカスタマーハラスメントが許されないことを宣言 

するとともに、カスタマーハラスメントのない社会の実現に向けた取組を県を挙げて推進することを決意し、この条例を制定する。 

  （目的） 

第１条 この条例は、カスタマーハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、並びに県、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするととも 

に、カスタマーハラスメントの防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定的な事業 

の継続を図り、もって持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

  （定義） 

 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  (1)a事業者 事業（営利を目的としないものを含む。以下同じ。）を行う法人その他の団体（国及び地方公共団体を含む。）又は個人をいう。 

  (2)a就業者 事業者の行う事業に係る業務に従事する者をいう。 

  (3)a顧客等 顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業者の行う事業に関係を有する者（前２号に掲げるものを除く。）をいう。 

  (4)aカスタマーハラスメント 顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたも 

のであり、かつ、当該就業者の就業環境を害するものをいう。 

（基本理念） 

 第３条 カスタマーハラスメントは、就業者の人格又は尊厳を害する等就業環境を害する行為であるとともに、事業者の事業の継続及び人材の確保に 

悪影響を及ぼす行為であり、許されないものであるとの認識の下に、社会全体でその防止が図られなければならない。 

２ カスタマーハラスメントの防止は、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することが重要であるとの認識の下に行われなければなら 
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 ない。 

 ３ カスタマーハラスメントの防止は、顧客等の正当な権利が侵害されることのないよう配慮して行われなければならない。 

（カスタマーハラスメントの禁止） 

第４条 何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない。 

  （県の責務） 

第５条 県は、第３条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、カスタマーハラスメントの防止に関する施策を総合的に策定し、及び実 

施する責務を有する。 

 ２ 県は、カスタマーハラスメントの防止に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、市町村及び関係団体との連携を図るものとする。 

（顧客等の責務） 

第６条 顧客等は、基本理念にのっとり、カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるよう努めなければならない。 

２ 顧客等は、自らの就業者に対する言動が、当該就業者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うよう努めなければならない。 

３ 顧客等は、県が実施するカスタマーハラスメントの防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（就業者の責務） 

第７条 就業者は、基本理念にのっとり、カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、顧客等に対し適切な対応を 

するよう努めなければならない。 

２ 就業者は、その業務に関して事業者が実施するカスタマーハラスメントの防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、県が実施するカスタマーハ 

ラスメントの防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害されることのないよう、当該就業者からの相談に応じ、適切に対応するために必 

要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 事業者は、就業者に対してカスタマーハラスメントが行われたと認める場合には、速やかに当該就業者の安全を確保するとともに、当該カスタ 

マーハラスメントを行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマーハラスメントを行うことのないよう、カスタマーハラスメントに起因する問題に対 

する就業者の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 事業者は、他の事業者からカスタマーハラスメントの防止に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第９条 知事は、カスタマーハラスメントの防止のために必要な取組等に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 知事は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、基本指針の変更について準用する。 

（県の施策） 

第10条 県は、カスタマーハラスメントの防止に関し、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。 

  (1)aカスタマーハラスメントの防止に関する情報の収集及び提供 

 (2)aカスタマーハラスメントを防止するための啓発及び教育 
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 (3)aカスタマーハラスメントの防止に関する相談への対応及び助言 

（財政上の措置） 

第11条 県は、カスタマーハラスメントの防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとす 

る。 

附 則 

 １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２ 知事は、この条例の施行の状況、カスタマーハラスメントの防止に関する法令等の整備の状況、県内におけるカスタマーハラスメントによる被害 

  の実態等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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 第１９号議案 
 

    栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年栃木県条例第27号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 選挙管理委員、臨時に選挙管理委員に充てられた者、選挙長、選

挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分

会立会人に対する報酬の額は、次のとおりとする。 

(1)・(2)あ略 

(3)ｱ臨時に選挙管理委員に充てられた者 日額11,000円 

(4)・(5)あ略 

（報酬の額） 

第２条 選挙管理委員、臨時に選挙管理委員に充てられた者、選挙長、選

挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分

会立会人に対する報酬の額は、次のとおりとする。 

(1)・(2)あ略 

(3)ｱ臨時に選挙管理委員に充てられた者 日額10,350円 

(4)・(5)あ略 
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 第２０号議案 
 

    住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部改正について 
 

  住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部を改正する条例 

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例（平成20年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条関係） 

１・２ 略 

３ 県が造林を行う土地について造林による収益を分収する条件で当該

土地の所有者との間で締結する契約に関する事務であって規則で定め

るもの 

４ 土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条各号のいずれかに該当

するものに関する事業の用に供する土地の取得に関する事務であって

規則で定めるもの 

５ 栃木県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年条例第52号）第７

条第１項第１号に規定する用地造成事業の実施に関する事務であって

規則で定めるもの 

 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事        務 

１～３ 略  

４ 公安委員会 道路交通法（昭和35年法律第105号）による放置

違反金等の徴収に関する事務であって規則で定

めるもの   
 

別表第１（第２条関係） 

１・２ 略 

３ 県が造林を行おうとする土地について、造林による収益を分収する

条件で当該土地の所有者との間で行う契約に関する事務であって規則

で定めるもの 

４ 土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条各号のいずれかに該当

するものに関する事業の用に供する土地の取得に関する事務であって

規則で定めるもの 

５ 栃木県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年条例第52号）第７

条第１項第１号の用地造成事業に関する事務であって規則で定めるも

の 

 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事        務 

１～３ 略  

４ 監査委員 地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第１

項の請求に関する事務であって規則で定めるも

の   
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 第２１号議案 
 

    職員の給与に関する条例等の一部改正について 
 

  職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（給料） 

第４条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年

栃木県条例第１号。以下「勤務時間等条例」という。）第６条の２第１

項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤務時間」という。）

による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当

（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。）、扶養手

当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特

地勤務手当（第13条の３の規定による手当を含む。）、超過勤務手当、

休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤

勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いた全額とする。 

 

（初任給調整手当） 

第９条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号

に定める額を超えない範囲内の額を、第１号に掲げる職に係るものに

あっては採用の日から35年以内、第２号に掲げる職に係るものにあって

は採用の日から15年以内、第３号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から５年以内の期間、採用の日（第１号及び第２号に掲げる職に係

るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）

から１年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当とし

（給料） 

第４条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年

栃木県条例第１号。以下「勤務時間等条例」という。）第６条の２第１

項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤務時間」という。）

による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当

（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。）、扶養手

当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特

地勤務手当（第13条の３の規定による手当を含む。）、超過勤務手当、

休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤

勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いた全額とする。 

 

（初任給調整手当） 

第９条の３ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号

に定める額を超えない範囲内の額を、第１号に掲げる職に係るものに

あっては採用の日から35年以内、第２号に掲げる職に係るものにあって

は採用の日から15年以内、第３号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から５年以内の期間、採用の日（第１号及び第２号に掲げる職に係

るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）

から１年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当あああとし
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て支給する。 

 (1)～(3) 略 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同

項の規定に準じて第一種初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、

第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手

当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

 

第９条の４ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職

員に適用される給料表の給料月額のうち第６条第２項の規定により当該

職員の属する職務の級並びに同条第３項、第４項、第６項及び第７項の

規定により当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務

職員その他の人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則

で定める額）並びにこれに第11条の２の規定による地域手当の支給割合

を乗じて得た額の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた額）に12を乗じ、その額を勤務時間等条例第２条第１項に

規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額（その額に50銭未満

の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じ

たときはこれを１円に切り上げた額）（次項において「特定額」とい

う。）が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して

人事委員会規則で定める額（次項において「基準額」という。）を下回

るものには、採用の日から人事委員会規則で定める日までの間、第二種

初任給調整手当を支給する。 

２ 第二種初任給調整手当の月額は、人事委員会規則で定めるところによ

り基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第

二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るものとして人事委員会規則で定めるものには、人事委員会規則の定め

るところにより、前２項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給

する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必

要な事項は、人事委員会規則で定める。 

て支給する。 

 (1)～(3) 略 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当あ

ああを支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同

項の規定に準じて初任給調整手当あああを支給する。 

３ 前２項の規定により初任給調整手当あああを支給される職員の範囲、

初任給調整手当あああの支給期間及び支給額その他初任給調整手当ああ

あの支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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（栃木県公立学校職員給与条例の一部改正） 

第２条 栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（給料） 

第５条 給料は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平

成７年栃木県条例第５号。以下「勤務時間等条例」という。）第６条の

２第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤務時間」とい

う。）による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調

整手当（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。）、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、へき地手当、へき地手当に準

ずる手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別

手当を除いた全額とする。 

 

（初任給調整手当） 

第８条の３ 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充

について特別の事情があると認められる職で人事委員会と協議して教育

委員会が規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円

を超えない範囲内の額を、採用の日から５年以内の期間、採用の日から

１年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当として支

給する。 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同

項の規定に準じて、第一種初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、

第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手

当の支給に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が規則

で定める。 

 

第８条の４ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職

（給料） 

第５条 給料は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平

成７年栃木県条例第５号。以下「勤務時間等条例」という。）第６条の

２第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤務時間」とい

う。）による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調

整手当（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。）、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、へき地手当、へき地手当に準

ずる手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別

手当を除いた全額とする。 

 

（初任給調整手当） 

第８条の３ 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充

について特別の事情があると認められる職で人事委員会と協議して教育

委員会が規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円

を超えない範囲内の額を、採用の日から５年以内の期間、採用の日から

１年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当あああとして支

給する。 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当あ

ああを支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同

項の規定に準じて、初任給調整手当あああを支給する。 

３ 前２項の規定により初任給調整手当あああを支給される職員の範囲、

初任給調整手当あああの支給期間及び支給額その他初任給調整手当ああ

あの支給に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が規則

で定める。 
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 （栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年栃木県条例第53号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

員に適用される給料表の給料月額のうち第７条第２項の規定により当該

職員の属する職務の級並びに同条第３項、第４項、第６項及び第７項の

規定により当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務

職員その他の人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める職員に

あっては、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める額）並びに

これに第12条の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額

（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に12を

乗じ、その額を勤務時間等条例第２条第１項に規定する勤務時間に52を

乗じたもので除して得た額（その額に50銭未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切

り上げた額）（次項において「特定額」という。）が、その在勤する地

域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会と協議して教育

委員会が規則で定める額（次項において「基準額」という。）を下回る

ものには、採用の日から人事委員会と協議して教育委員会が規則で定め

る日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。 

２ 第二種初任給調整手当の月額は、人事委員会と協議して教育委員会が

規則で定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額

とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第

二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るものとして人事委員会と協議して教育委員会が規則で定めるものに

は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定めるところにより、前

２項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必

要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が規則で定める。 

改   正   後 改   正   前 

（給与の種類） 

第２条 略 

２ 略 

（給与の種類） 

第２条 略 

２ 略 

100



 

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第４条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

３ 手当の種類は、給料の特別調整額、初任給調整手当（第一種初任給調

整手当及び第二種初任給調整手当をいう。）、扶養手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第８

条の３の規定による手当を含む。）、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉

手当及び退職手当とする。 

 

（初任給調整手当） 

第５条 第一種初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用に

よる欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に

対して支給する。 

 

第５条の２ 第二種初任給調整手当は、新たに採用された職員であって、

採用の日において、当該職員の給料及び地域手当の月額を合計した額を

基礎として算出した勤務１時間当たりの額が、その在勤する地域におけ

る民間の賃金の最低基準を考慮して管理者の権限を行う知事が定める額

を下回るものに対して支給する。 

 

（非常勤職員等の給与） 

第19条 企業職員で職員以外のもの（地方公務員法第22条の２第１項に規

定する会計年度任用職員に限る。）の給与の種類は、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定めるものとし、給与の額及びその支給に

関し必要な事項は、職員の給与との権衡を考慮し、管理者の権限を行う

知事が定める。 

(1)a地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる者 給料、第二種初

任給調整手当、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当 

(2)a地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる者 給料、第二種初

任給調整手当、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当 

２ 略 

３ 手当の種類は、給料の特別調整額、初任給調整手当（第一種初任給調

整手当及び第二種初任給調整手当をいう。）、扶養手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第８

条の３の規定による手当を含む。）、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉

手当及び退職手当とする。 

 

（初任給調整手当） 

第５条 初任給調整手当あああは、専門的知識を必要とし、かつ、採用に

よる欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に

対して支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

（非常勤職員等の給与） 

第19条 企業職員で職員以外のもの（地方公務員法第22条の２第１項に規

定する会計年度任用職員に限る。）の給与の種類は、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定めるものとし、給与の額及びその支給に

関し必要な事項は、職員の給与との権衡を考慮し、管理者の権限を行う

知事が定める。 

(1)a地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる者 給料、第二種初

任給調整手当、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当 

(2)a地方公務員法第22条の２第１項第２号に掲げる者 給料、第二種初

任給調整手当、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当 

２ 略 
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 （会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年栃木県条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（職員の給与条例の適用除外等） 

第９条 職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１号。以下「職

員の給与条例」という。）第５条、第６条、第９条から第10条まで及び

第11条の５の規定並びに栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県

条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。）第６条、第７条、第

８条から第８条の４まで及び第９条の４から第９条の６までの規定は、

特定任期付職員には、適用しない。 

２・３ 略 

（職員の給与条例の適用除外等） 

第９条 職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１号。以下「職

員の給与条例」という。）第５条、第６条、第９条から第10条まで及び

第11条の５の規定並びに栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県

条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。）第６条、第７条、第

８条から第８条の３まで及び第９条の４から第９条の６までの規定は、

特定任期付職員には、適用しない。 

２・３ 略 

改   正   後 改   正   前 

（定義） 

第２条 この条例において「給与」とは、法第22条の２第１項第１号に掲

げる職員（以下「第１号職員」という。）にあっては報酬、期末手当及

び勤勉手当をいい、同項第２号に掲げる職員（以下「第２号職員」とい

う。）にあっては給料、地域手当、第二種初任給調整手当、通勤手当、

超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、期末手当及び勤勉手当

をいう。 

 

（報酬の額） 

第３条 略 

２～５ 略 

６ 前各項に規定するもののほか、第１号職員に対し、人事委員会規則で

定めるところにより、給与条例の適用を受ける職員に支給する地域手

当、第二種初任給調整手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当及び

休日給に相当する報酬を支給する。 

 

（地域手当等） 

（定義） 

第２条 この条例において「給与」とは、法第22条の２第１項第１号に掲

げる職員（以下「第１号職員」という。）にあっては報酬、期末手当及

び勤勉手当をいい、同項第２号に掲げる職員（以下「第２号職員」とい

う。）にあっては給料、地域手当、第二種初任給調整手当、通勤手当、

超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、期末手当及び勤勉手当

をいう。 

 

（報酬の額） 

第３条 略 

２～５ 略 

６ 前各項に規定するもののほか、第１号職員に対し、人事委員会規則で

定めるところにより、給与条例の適用を受ける職員に支給する地域手

当、第二種初任給調整手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当及び

休日給に相当する報酬を支給する。 

 

（地域手当等） 
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  （会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年栃木県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

第７条 第２号職員に対し、人事委員会規則で定めるところにより、地域

手当、第二種初任給調整手当、通勤手当、超過勤務手当、宿日直手当、

夜勤手当及び休日給（次項において「地域手当等」という。）を支給す

る。 

２・３ 略 

第７条 第２号職員に対し、人事委員会規則で定めるところにより、地域

手当、第二種初任給調整手当、通勤手当、超過勤務手当、宿日直手当、

夜勤手当及び休日給（次項において「地域手当等」という。）を支給す

る。 

２・３ 略 

改   正   後 改   正   前 

（定義） 

第２条 略 

２ この条例において「給与」とは、第１号職員（会計年度任用学校職員

のうち法第22条の２第１項第１号に掲げる職員をいう。以下同じ。）に

あっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、第２号職員（会計年度任

用学校職員のうち同項第２号に掲げる職員をいう。以下同じ。）にあっ

ては給料、地域手当、第二種初任給調整手当、通勤手当、へき地手当、

へき地手当に準ずる手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日

給、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、期

末手当及び勤勉手当をいう。 

 

（報酬の額） 

第３条 略 

２～５ 略 

６ 前各項に規定するもののほか、第１号職員に対し、教育委員会が人事

委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、学校職員給与

条例の適用を受ける職員に支給する地域手当、第二種初任給調整手当、

超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当及び休日給に相当する報酬を支給

する。 

 

（地域手当等） 

第７条 第２号職員に対し、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員

会規則で定めるところにより、地域手当、第二種初任給調整手当、通勤

（定義） 

第２条 略 

２ この条例において「給与」とは、第１号職員（会計年度任用学校職員

のうち法第22条の２第１項第１号に掲げる職員をいう。以下同じ。）に

あっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、第２号職員（会計年度任

用学校職員のうち同項第２号に掲げる職員をいう。以下同じ。）にあっ

ては給料、地域手当、第二種初任給調整手当、通勤手当、へき地手当、

へき地手当に準ずる手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日

給、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、期

末手当及び勤勉手当をいう。 

 

（報酬の額） 

第３条 略 

２～５ 略 

６ 前各項に規定するもののほか、第１号職員に対し、教育委員会が人事

委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、学校職員給与

条例の適用を受ける職員に支給する地域手当、第二種初任給調整手当、

超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当及び休日給に相当する報酬を支給

する。 

 

（地域手当等） 

第７条 第２号職員に対し、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員

会規則で定めるところにより、地域手当、第二種初任給調整手当、通勤
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    附 則 

 １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２ この条例の施行の日から令和10年３月31日までの間における第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第９条の４第１項の規定の適用 

については、同項中「第11条の２」とあるのは、「第11条の２又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年栃木県条例第49号） 

附則第６条第１項」とする。 

手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、超過勤務手当、宿日直手

当、夜勤手当、休日給、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当

及び産業教育手当（次項において「地域手当等」という。）を支給す

る。 

２・３ 略 

手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、超過勤務手当、宿日直手

当、夜勤手当、休日給、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当

及び産業教育手当（次項において「地域手当等」という。）を支給す

る。 

２・３ 略 

104



 

 第２２号議案 
 

    非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 
 

  非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和27年栃木県条例第53号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

    附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 非常勤職員の報酬の額は、日額４万4,650円を超えない範囲内で

知事が定める額とする。 

２ 略 

（報酬の額） 

第２条 非常勤職員の報酬の額は、日額４万2,000円を超えない範囲内で

知事が定める額とする。 

２ 略 
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 第２３号議案 
 

    知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について 
 

  知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 （知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 知事等の給与及び旅費に関する条例（昭和29年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 （栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第２条 栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和27年栃木県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 （栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 栃木県人事委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年栃木県条例第25号）の一部を次のように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

 （給料） 

第２条 知事等の給料月額は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 知事         1,370,000円 

 (2) 副知事        1,080,000円 

 (3) 略 

 （給料） 

第２条 知事等の給料月額は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 知事         1,290,000円 

 (2) 副知事        1,010,000円 

 (3) 略 

改   正   後 改   正   前 

 （議員報酬の額） 

第１条 県議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりと

する。 

  議   長  月額 1,060,000円 

副 議 長  月額 960,000円 

  議   員  月額 890,000円 

 （議員報酬の額） 

第１条 県議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりと

する。 

  議   長  月額 990,000円  

副 議 長  月額 900,000円 

  議   員  月額 830,000円 
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   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正） 

第４条 栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例（昭和31年栃木県条例第26号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年栃木県条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 委員の報酬の額は、次のとおりとする。 

(1)a委員長たる委員 月額10万3,000円に勤務１日につき２万3,400円を

加算した額 

(2)aその他の委員 月額９万4,000円に勤務１日につき２万1,200円を加

算した額 

（報酬の額） 

第２条 委員の報酬の額は、次のとおりとする。 

(1)a委員長たる委員 月額９万7,000円に勤務１日につき２万2,000円を

加算した額 

(2)aその他の委員 月額８万8,500円に勤務１日につき２万円aaaaaを加

算した額 

改   正   後 改   正   前 

（給与の額） 

第３条 議会の議員の中から選任された委員の報酬の額は、月額６万

1,600円に勤務１日につき２万1,200円を加算した額とする。 

 

第４条 識見を有する者の中から選任された委員の給料及び報酬の額は、

次のとおりとする。 

(1)a常勤の委員の給料 月額650,000円 

(2)a非常勤の委員の報酬 月額10万3,000円に勤務１日につき２万1,200

円を加算した額 

（給与の額） 

第３条 議会の議員の中から選任された委員の報酬の額は、月額５万

8,000円に勤務１日につき２万円aaaaaを加算した額とする。 

 

第４条 識見を有する者の中から選任された委員の給料及び報酬の額は、

次のとおりとする。 

(1)a常勤の委員の給料 月額610,000円 

(2)a非常勤の委員の報酬 月額９万7,000円に勤務１日につき２万円aaa

あを加算した額 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 選挙管理委員、臨時に選挙管理委員に充てられた者、選挙長、選

挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分

会立会人に対する報酬の額は、次のとおりとする。 

（報酬の額） 

第２条 選挙管理委員、臨時に選挙管理委員に充てられた者、選挙長、選

挙分会長、審査分会長、選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分

会立会人に対する報酬の額は、次のとおりとする。 
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（栃木県労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 栃木県労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年栃木県条例第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第７条 栃木県教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年栃木県条例第29号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第８条 栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年栃木県条例第30号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 (1)a委員長たる選挙管理委員 月額10万3,000円に勤務１日につき２万

3,400円を加算した額 

(2)aその他の選挙管理委員 月額９万4,000円に勤務１日につき２万

1,200円を加算した額 

(3)～(5) 略 

(1)a委員長たる選挙管理委員 月額９万7,000円に勤務１日につき２万

2,000円を加算した額 

(2)aその他の選挙管理委員 月額８万8,500円に勤務１日につき２万 

円aaaaaを加算した額 

(3)～(5) 略 

改   正   後 改   正   前 

（委員等の報酬額） 

第２条 委員及びあっせん員の報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a会長たる委員 月額10万3,000円に勤務１日につき２万3,400円を超

えない範囲内で知事が定める額を加算した額 

(2)a公益委員 月額９万4,000円に勤務１日につき２万1,200円を超えな

い範囲内で知事が定める額を加算した額 

(3)a使用者委員及び労働者委員 月額８万3,900円に勤務１日につき２

万1,200円を超えない範囲内で知事が定める額を加算した額 

(4) 略 

（委員等の報酬額） 

第２条 委員及びあっせん員の報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a会長たる委員 月額９万7,000円に勤務１日につき２万2,000円を超

えない範囲内で知事が定める額を加算した額 

(2)a公益委員 月額８万8,500円に勤務１日につき２万円aaaaaを超えな

い範囲内で知事が定める額を加算した額 

(3)a使用者委員及び労働者委員 月額７万9,000円に勤務１日につき２

万円aaaaaを超えない範囲内で知事が定める額を加算した額 

(4) 略 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 委員の報酬の額は、月額９万4,000円に勤務１日につき２万1,200

円を加算した額とする。 

（報酬の額） 

第２条 委員の報酬の額は、月額８万8,500円に勤務１日につき２万円aaa

あを加算した額とする。 

改   正   後 改   正   前 
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（栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第９条 栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和39年栃木県条例第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第10条 栃木県収用委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和39年栃木県条例第26号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の一部改正） 

第11条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例（昭和28年栃木県条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（報酬の額） 

第２条 委員に対する報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a委員長たる委員 月額10万3,000円に勤務１日につき２万3,400円を

加算した額 

 (2)aその他の委員 月額９万4,000円に勤務１日につき２万1,200円を加

算した額 

（報酬の額） 

第２条 委員に対する報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a委員長たる委員 月額９万7,000円に勤務１日につき２万2,000円を

加算した額 

 (2)aその他の委員 月額８万8,500円に勤務１日につき２万円aaaaaを加

算した額 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 委員の報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a会長たる委員 日額23,400円 

 (2)aその他の委員 日額21,200円 

（報酬の額） 

第２条 委員の報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a会長たる委員 日額22,000円 

 (2)aその他の委員 日額20,000円 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 委員に対する報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a会長たる委員 月額５万4,700円に勤務１日につき２万3,400円を加

算した額 

 (2)aその他の委員 月額４万4,100円に勤務１日につき２万1,200円を加

算した額 

（報酬の額） 

第２条 委員に対する報酬の額は、次のとおりとする。 

 (1)a会長たる委員 月額５万1,500円に勤務１日につき２万2,000円を加

算した額 

 (2)aその他の委員 月額４万1,500円に勤務１日につき２万円aaaaaを加

算した額 

改   正   後 改   正   前 

109



 

    附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（給料） 

第２条 教育長の給料月額は、89万円とする。 

（給料） 

第２条 教育長の給料月額は、84万円とする。 
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 第２４号議案 
 

    とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例の一部改正について 
 

  とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例の一部を改正する条例 

とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例（平成７年栃木県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（設置） 

第１条 略 

２ センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４

年法律第52号。以下この条及び次条において「困難女性支援法」とい

う。）第９条第１項に規定する女性相談支援センター、困難女性支援法

第12条第１項に規定する女性自立支援施設、あ配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。次条において

「配偶者暴力防止法」という。）第３条第１項に規定する配偶者暴力相

談支援センター及び男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第

18条第２項に規定する男女共同参画センターとする。 

３ 略 

 

（業務） 

第１条の２ 略 

２ 前条第３項の南館（以下「南館」という。）においては、次に掲げる

業務を行うものとする。 

(1)・(2)あ略 

(3)a男女共同参画社会基本法第18条第２項に規定する男女共同参画セン

ターの業務 

（設置） 

第１条 略 

２ センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４

年法律第52号。以下この条及び次条において「困難女性支援法」とい

う。）第９条第１項に規定する女性相談支援センター、困難女性支援法

第12条第１項に規定する女性自立支援施設及び配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。次条において

「配偶者暴力防止法」という。）第３条第１項に規定する配偶者暴力相

談支援センターあああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああとする。 

３ 略 

 

（業務） 

第１条の２ 略 

２ 前条第３項の南館（以下「南館」という。）においては、次に掲げる

業務を行うものとする。 

(1)・(2)あ略 
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

(4)～(7)あ略 (3)～(6)あ略 
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 第２５号議案 
 

    栃木県医師修学資金等貸与条例の一部改正について 
 

  栃木県医師修学資金等貸与条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県医師修学資金等貸与条例の一部を改正する条例 

栃木県医師修学資金等貸与条例（平成17年栃木県条例第83号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（貸与の対象） 

第３条 修学資金の貸与の対象となる者は、大学医学課程に在学する学生

で、将来公的医療機関等において知事が定める診療科  の業務に医師

として従事しようとするものとする。 

２・３ 略 

 

（返還等の猶予） 

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定め

る期間、修学資金等の返還の債務及び利息の支払の債務（以下「返還等

債務」という。）の履行を猶予することができる。 

(1)・(2) 略 

(3)0第３条第１項又は第３項に係る借受者が臨床研修を修了した日にお

いて医師として知事が指定する公的医療機関等における業務（同条第

１項に定める業務に限る。）に従事する意思を有すると認められる場

合 臨床研修を修了した日の属する月の翌月の初日から起算して修学

資金等の貸与期間の２倍に相当する期間に２年を加えた期間が経過す

る日までの期間（当該借受者が育児、介護その他の理由で知事が定め

るものにより修学資金等を返還し、及び利息を支払うことが困難と認

められる期間がある場合には、当該期間を加えた期間） 

（貸与の対象） 

第３条 修学資金の貸与の対象となる者は、大学医学課程に在学する学生

で、将来公的医療機関等において小児科、産科又は救急科の業務に医師

として従事しようとするものとする。 

２・３ 略 

 

（返還等の猶予） 

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定め

る期間、修学資金等の返還の債務及び利息の支払の債務（以下「返還等

債務」という。）の履行を猶予することができる。 

(1)・(2) 略 

(3)0第３条第１項又は第３項に係る借受者が臨床研修を修了した日にお

いて医師として知事が指定する公的医療機関等における業務（同条第

１項に定める業務に限る。）に従事する意思を有すると認められる場

合 臨床研修を修了した日の属する月の翌月の初日から起算して修学

資金等の貸与期間の２倍に相当する期間に２年を加えた期間が経過す

る日までの期間（当該借受者が育児、介護その他の理由で知事が定め

るものにより修学資金等を返還し、及び利息を支払うことが困難と認

められる期間がある場合には、当該期間を加えた期間） 
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附 則 

 １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２ この条例の施行の日前に改正前の栃木県医師修学資金等貸与条例（以下「旧条例」という。）第６条第２項の規定による栃木県医師修学資金等

（以下「旧修学資金等」という。）を貸与する旨の契約を結んだ者の当該契約に係る旧修学資金等の返還及び利息の支払の猶予及び免除について

は、なお従前の例による。ただし、旧条例第10条第３号中「の期間」とあるのは、「の期間（当該借受者が育児、介護その他の理由で知事が定める

ものにより修学資金等を返還し、及び利息を支払うことが困難と認められる期間がある場合には、当該期間を加えた期間）」とする。 

 

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略 
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 第２６号議案 
 

    栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部 
 

改正について 
 

  栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例を次のように 

定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例（平成29年栃木県条例第35号）の一 

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

目次 

第１章～第３章 略 

第４章 国民健康保険事業費納付金（第６条―第24条） 

第５章 雑則（第25条） 

附則 

 

第20条 略 

 

（子ども・子育て支援納付金納付金所得係数の基準） 

第21条 算定政令第11条の２第３項の条例で定める基準は、同項第１号に

掲げる額を同項第２号に掲げる額で除して得た数であることとする。 

  

 （子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合） 

第22条 算定政令第11条の２第４項の条例で定める数は、各市町村に係る

同項第１号に掲げる数とする。 

 

目次 

第１章～第３章 略 

第４章 国民健康保険事業費納付金（第６条―第20条） 

第５章 雑則（第21条） 

附則 

 

第20条 略 

 

（子ども・子育て支援納付金納付金所得係数の基準） 

第21条 算定政令第11条の２第３項の条例で定める基準は、同項第１号に

掲げる額を同項第２号に掲げる額で除して得た数であることとする。 

  

 （子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合） 

第22条 算定政令第11条の2第4項の条例で定める数は、各市町村に係る同

項第１号に掲げる数とする。 
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合） 

第23条 算定政令第11条の２第５項の条例で定める数は、各市町村に係る

同項第２号に掲げる数とする。 

 

（子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数の範囲） 

第24条 算定政令第11条の２第７項の条例で定める範囲は、零を超え１未

満の範囲とする。 

 

第５章 略 

 

第25条 略 

 （子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合） 

第23条 算定政令第11条の2第5項の条例で定める数は、各市町村に係る同

項第2号に掲げる数とする。 

 

（子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数の範囲） 

第24条 算定政令第11条の2第7項の条例で定める範囲は、零を超え１未満

の範囲とする。 

 

第５章 略 

 

第21条 略 
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 第２７号議案 
 

    栃木県建築基準条例及び栃木県手数料条例の一部改正について 
 
  栃木県建築基準条例及び栃木県手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県建築基準条例及び栃木県手数料条例の一部を改正する条例 

  （栃木県建築基準条例の一部改正） 

 第１条 栃木県建築基準条例（昭和57年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 （栃木県手数料条例の一部改正） 

第２条 栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第44条 略 

２・３ 略 

４ 法第３条第２項の規定により第30条（外壁（延焼のおそれのある部分

に限る。以下この項において同じ。）に係る部分に限る。）の規定の適

用を受けない建築物について、当該建築物における外壁以外の部分に係

る大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条の規定

は、適用しない。 

５ 法第３条第２項の規定により第30条（軒裏（延焼のおそれのある部分

に限る。）に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物につい

て、当該建築物における屋根及び外壁以外の部分に係る大規模の修繕又

は大規模の模様替をする場合においては、同条の規定は、適用しない。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第44条 略 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 
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    附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～455の３の５a略 

455の３の６ 建築基準法施行令

（昭和25年政令第338号）第137

条の12第11項の規定に基づく認

定の申請に対する審査 

略 

455の３の７ 建築基準法施行令第

137条の12第12項の規定に基づく

認定の申請に対する審査 

略 

455の４～517 略 

備考 略 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～455の３の５a略 

455の３の６ 建築基準法施行令

（昭和25年政令第338号）第137

条の12第６項の規定に基づく認

定の申請に対する審査 

略 

455の３の７ 建築基準法施行令第

137条の12第７項の規定に基づく

認定の申請に対する審査 

略 

455の４～517 略 

備考 略 
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 第２８号議案 
 

    栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和34年栃木県条例第38号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（特殊勤務手当の区分） 

第３条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。 

 (1)～(6) 略 

 (7) 夜間学級担当手当 

 

第15条 略 

 

（夜間学級担当手当） 

第16条 夜間学級担当手当は、夜間において授業を行う学級（以下この項

において「夜間学級」という。）を置く県立の中学校に勤務する教育職

員が、本務として夜間学級に関する業務に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき1,500円を超えない

範囲内で、教育委員会規則で定める。 

 

第17条～第19条 略 

（特殊勤務手当の区分） 

第３条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。 

 (1)～(6) 略 

 

 

第15条 略 

 

（夜間学級担当手当） 

第16条 夜間学級担当手当は、夜間に授業を行う学級（以下「夜間学級」

という。）を設置する中学校に勤務する職員のうち教育委員会が規則で

定める職員が、本務として夜間学級に係る業務に従事したときに支給す

る。 

２ 前項の手当の額は、勤務1日につき1,500円を超えない範囲内で、教育

委員会が規則で定める。 

第16条～第18条 略 
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 第２９号議案 
 

    非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 
 

  非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和49年栃木県条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

    附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（報酬の額） 

第２条 非常勤教育職員等の報酬の額は、日額４万2,500円を超えない範

囲内で教育委員会が定める額とする。 

２ 略 

（報酬の額） 

第２条 非常勤教育職員等の報酬の額は、日額４万円2,500を超えない範

囲内で教育委員会が定める額とする。 

２ 略 
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 第３０号議案 
 

    栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 栃木県立学校の設置及び管理に関する条例（昭和35年栃木県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

第２条 栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表（第２条関係） 

 １ 略 

２ 高等学校 

名    称 位 置 

略 

栃木県立鹿沼商工高等学校 略 

栃木県立鹿沼華陵高等学校 鹿沼市 

略 

 ３ 中等教育学校 

名    称 位 置 

栃木県立宇都宮東中等教育学校 宇都宮市 

  
 ４ 略 

別表（第２条関係） 

 １ 略 

２ 高等学校 

名    称 位 置 

略 

栃木県立鹿沼商工高等学校 略 

  

略 

  

  

  

  
 ３ 略 

改   正   後 改   正   前 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1)a第１条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の２高等学校の部栃木県立鹿沼商工高等学校の項の次に栃木県立鹿沼華陵高等学校の項 

を加える改正規定 令和９年１月１日 

 (2)a第２条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の２高等学校の部栃木県立鹿沼南高等学校の項及び栃木県立鹿沼商工高等学校の項を削 

る改正規定 令和９年４月１日 

(3)a第２条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の１中学校の部栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校の項並びに同表の２高等学校の部 

栃木県立今市工業高等学校の項及び栃木県立日光明峰高等学校の項を削る改正規定並びに次項の規定 令和11年４月１日 

別表（第２条関係） 

 １ 中学校 

名    称 位 置 

  

栃木県立とちぎ学びの夢学園 略 

略 

 ２ 高等学校 

名    称 位 置 

栃木県立宇都宮高等学校 略 

  

略 

栃木県立鹿沼東高等学校 略 

  

  

略 

栃木県立今市高等学校 略 

  

  

略 

 ３・４ 略 

別表（第２条関係） 

 １ 中学校 

名    称 位 置 

栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 宇都宮市 

栃木県立とちぎ学びの夢学園 略 

略 

 ２ 高等学校 

名    称 位 置 

栃木県立宇都宮高等学校 略 

栃木県立宇都宮東高等学校 宇都宮市 

略 

栃木県立鹿沼東高等学校 略 

栃木県立鹿沼南高等学校 鹿沼市 

栃木県立鹿沼商工高等学校 鹿沼市 

略 

栃木県立今市高等学校 略 

栃木県立今市工業高等学校 日光市 

栃木県立日光明峰高等学校 日光市 

略 

 ３・４ 略 
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(4)a第２条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の２高等学校の部栃木県立宇都宮東高等学校の項を削る改正規定及び附則第３項の規定 

    令和14年４月１日 

（経過措置） 

 ２ 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校並びに栃木県立今市工業高等学校及び栃木県立日光明峰高等学校は、第２条の規定による改正後の栃木県立 

学校の設置及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」という。）別表の規定にかかわらず、令和11年３月31日に当該中学校又は当該高等学校に 

在学する者が当該中学校又は当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

 ３ 栃木県立宇都宮東高等学校は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、令和14年３月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しな 

くなる日までの間、存続するものとする。 

 （栃木県立学校の授業料等に関する条例の一部改正） 

４ 栃木県立学校の授業料等に関する条例（昭和24年栃木県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県手数料条例の一部改正） 

５ 栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

第１条 略 

２ 略 

３ 県立の中等教育学校に入学を志願する者は、2,200円の入学考査料を

納付しなければならない。 

 

第１条の４ 略 

２ 県立の中等教育学校の後期課程に進級（転入学及び編入学を含む。以

下この項において同じ。）する者は、進級の際に5,650円の入学料を納

付しなければならない。 

 

第２条 県立の高等学校又は中等教育学校の後期課程に在学する生徒は、

次に掲げる額の授業料を納付しなければならない。 

(1)・(2) 略 

第１条 略 

２ 略 

 

 

 

第１条の４ 略 

 

 

 

 

第２条 県立の高等学校又は中等教育学校の後期課程に在学する生徒は、

次に掲げる額の授業料を納付しなければならない。 

(1)・(2) 略 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

別表第１（第２条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 
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  （学校職員の分限に関する条例の一部改正） 

６ 学校職員の分限に関する条例（昭和31年栃木県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（学校職員の懲戒に関する条例の一部改正） 

７ 学校職員の懲戒に関する条例（昭和31年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（学校職員定数条例の一部改正） 

８ 学校職員定数条例（昭和32年栃木県条例第29号）の一部を次のように改正する。 

１～508の２a略 

509a栃木県立高等学校又は栃木県

立中等教育学校（後期課程に限

る。）が依頼に基づき実施する

証明書等の交付 

略 

510～517 略 

備考 略 

１～508の２a略 

509a栃木県立高等学校又は栃木県

立中等教育学校（後期課程に限

る。）が依頼に基づき実施する

証明書等の交付 

略 

510～517 略 

備考 略 

改   正   後 改   正   前 

（定義） 

第２条 この条例で学校職員とは、県立の中学校、高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）の校長、教頭、主幹

教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助

手、事務職員、寄宿舎指導員、雇傭人及び技術職員並びに市町村立学校

職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する

職員をいう。 

（定義） 

第２条 この条例で学校職員とは、県立の中学校、高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）の校長、教頭、主幹

教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助

手、事務職員、寄宿舎指導員、雇傭人及び技術職員並びに市町村立学校

職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する

職員をいう。 

改   正   後 改   正   前 

（定義） 

第２条 この条例で学校職員とは、県立の中学校、高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教

諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、事務職員、寄宿舎指導員、

雇傭人及び技術職員並びに市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律

第135号）第１条及び第２条に規定する職員をいう。 

（定義） 

第２条 この条例で学校職員とは、県立の中学校、高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教

諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、事務職員、寄宿舎指導員、

雇傭人及び技術職員並びに市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律

第135号）第１条及び第２条に規定する職員をいう。 
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   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県公立学校職員給与条例の一部改正） 

９ 栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（定義） 

第２条 この条例で「学校職員」とは、県立の中学校、高等学校、中等教

育学校及び特別支援学校の法第31条第１項に規定する職員（以下「県立

学校職員」という。）並びに市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法

律第135号）第１条に規定する職員（以下「市町村立学校職員」とい

う。）をいう。 

（定義） 

第２条 この条例で「学校職員」とは、県立の中学校、高等学校、中等教

育学校及び特別支援学校の法第31条第１項に規定する職員（以下「県立

学校職員」という。）並びに市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法

律第135号）第１条に規定する職員（以下「市町村立学校職員」とい

う。）をいう。 

改   正   後 改   正   前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」

という。）第24条第５項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第42条の規定に基づき、県立の中学校、高等

学校、中等教育学校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）の

職員並びに市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１

条に規定する職員の給与に関する事項を定めるものとする。 

 

（給料の特別調整額） 

第８条の２ 次の表に掲げる職及び教育委員会が人事委員会と協議して教

育委員会規則で定める県立学校の事務長の職にある職員には、管理又は

監督の地位にある職務の特殊性に基づき、当該職員の属する職務の級に

おける最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額の範囲内で教育

委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額をそれぞれ給

料の特別調整額として支給する。 

学 校 種 別 職                  名 

略  

高 等 学 校 略 

中等教育学校 校長  教頭 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」

という。）第24条第５項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第42条の規定に基づき、県立の中学校、高等

学校、中等教育学校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）の

職員並びに市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１

条に規定する職員の給与に関する事項を定めるものとする。 

 

（給料の特別調整額） 

第８条の２ 次の表に掲げる職及び教育委員会が人事委員会と協議して教

育委員会規則で定める県立学校の事務長の職にある職員には、管理又は

監督の地位にある職務の特殊性に基づき、当該職員の属する職務の級に

おける最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額の範囲内で教育

委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額をそれぞれ給

料の特別調整額として支給する。 

学 校 種 別 職                  名 

略 

高 等 学 校 略 
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略 

 

（義務教育等教員特別手当） 

第９条の６ 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務

教育等教員特別手当を支給する。 

２・３ 略 

４ 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務

する教育職員については、第１項に規定する教育職員との権衡上必要と

認められる範囲内において、教育委員会が人事委員会と協議して教育委

員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。 

５ 略 

 

別表第１（第６条関係） 

   教育職給料表(1) 

略 

備考 

  １ この表は、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及びこれらに

準ずるもので教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で

定めるものに勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄

養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員そ

の他の職員で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で

定めるものに適用する。 

  ２ 略 

 

別表第２（第６条関係） 

   教育職給料表(2) 

略 

備考 

  １ この表は、小学校、中学校、 義務教育学校及びこれらに準ずる

もので教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める

ものに勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教

諭、助教諭、養護助教諭及び講師その他の職員で教育委員会が人事

略 

 

（義務教育等教員特別手当） 

第９条の６ 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務

教育等教員特別手当を支給する。 

２・３ 略 

４ 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務

する教育職員については、第１項に規定する教育職員との権衡上必要と

認められる範囲内において、教育委員会が人事委員会と協議して教育委

員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。 

５ 略 

 

別表第１（第６条関係） 

   教育職給料表(1) 

略 

備考 

  １ この表は、高等学校及びああああああ特別支援学校及びこれらに

準ずるもので教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で

定めるものに勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄

養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員そ

の他の職員で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で

定めるものに適用する。 

  ２ 略 

 

別表第２（第６条関係） 

   教育職給料表(2) 

略 

備考 

  １ この表は、小学校、中学校及び義務教育学校及びこれらに準ずる

もので教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める

ものに勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教

諭、助教諭、養護助教諭及び講師その他の職員で教育委員会が人事
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（栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

10 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和34年栃木県条例第38号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

11 会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年栃木県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

委員会と協議して教育委員会規則で定めるものに適用する。 

  ２ 略 

 

別表第２の２ 級別基準職務表（第６条関係） 

 ア 教育職給料表(1)級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 
高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務 

２級 
高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教諭、養護教

諭、栄養教諭、主任実習助手又は主任寄宿舎指導員の職務 

特２級 
高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭の職

務 

３級 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教頭の職務 

４級 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務 

イ～オ 略 

委員会と協議して教育委員会規則で定めるものに適用する。 

  ２ 略 

 

別表第２の２ 級別基準職務表（第６条関係） 

 ア 教育職給料表(1)級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 
高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務 

２級 
高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教諭、養護教

諭、栄養教諭、主任実習助手又は主任寄宿舎指導員の職務 

特２級 
高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭の職

務 

３級 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教頭の職務 

４級 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務 

イ～オ 略 

改   正   後 改   正   前 

（この条例の目的及び効力） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第５

項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第42条の規定に基づき、県立の中学校、高等学校、中等教育学校及

び特別支援学校（以下「県立学校」という。）の職員並びに市町村立学

校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条に規定する職員の特

殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。 

（この条例の目的及び効力） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第５

項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第42条の規定に基づき、県立の中学校、高等学校、中等教育学校及

び特別支援学校（以下「県立学校」という。）の職員並びに市町村立学

校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条に規定する職員の特

殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。 

改   正   後 改   正   前 
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（定義）  

第２条 この条例において「会計年度任用学校職員」とは、地方公務員法

（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条の２第１項に規

定する会計年度任用職員のうち次に掲げる者をいう。 

(1)a県立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の非常勤

の講師、事務職員、技術職員及びその他の職員 

(2)a略 

２ 略 

（定義） 

第２条 この条例において「会計年度任用学校職員」とは、地方公務員法

（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条の２第１項に規

定する会計年度任用職員のうち次に掲げる者をいう。 

(1)a県立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の非常勤

の講師、事務職員、技術職員及びその他の職員 

(2)a略 

２ 略 
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 第３１号議案 
 

    栃木県飼料検定条例の廃止について 
 

  栃木県飼料検定条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県飼料検定条例を廃止する条例 

  栃木県飼料検定条例（昭和53年栃木県条例第27号）は、廃止する。 

    附 則 

 １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２ 栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～377a略 

378及び379あ削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第２条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～377a略 

378a栃木県飼料検定条例（昭和53

年栃木県条例第27号）に基づく

検定の実施 

次に掲げる飼料の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額 

１あ配合飼料（飼料の安全性の確

保及び品質の改善に関する法律

（昭和28年法律第35号）第26条

第１項の規定によりその栄養成

分量のすべてにつき公定規格が

定められた飼料をいう。以下こ

の項において同じ。）で飼料の

安全性の確保及び品質の改善に

関する法律施行令（昭和51年政

令第198号。以下この項において

「政令」という。）第１条第１
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380～517あ略 

 備考あ略 

号又は第２号に掲げる動物に使

用されるものあ49,100円 

２あ配合飼料で政令第１条第４号

に掲げる動物に使用されるもの

あ32,100円 

３あとうもろこしと魚粉とを混合

した飼料 16,400円 

４あフィッシュソリュブルをふす

ま、米ぬか等に吸着させた飼料

あ38,300円 

５あ魚粉あ24,200円 

６あフェザーミールあ29,600円 

379a削除  

380～517あ略 

備考あ略 
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 第３２号議案 
 

    栃木県教育委員会委員の任命同意について 
 

 

  栃木県教育委員会委員として、次の者の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定によ 

 

 り議会の同意を求める。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

    手    塚    絵  理  子 
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 第３３号議案 
 

    市町村が負担する金額について 
 

 

  土地改良法（昭和24年法律第195号）第90条の規定により、令和８年度において県が負担する土地改良事業に要する経費について、市町村が負担する 

 

 金額を次のとおり定めるものとする。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

 

事 業 名 負 担 市 町 村 名 事 業 費 負 担 額 

 

土 地 改 良 施 設 突 発 事 故 復 旧 事 業 費 

 

益 子 町 

円               

 

         円 

4,984,680 

茂 木 町 

416,146,004 

1,813,898 

市 貝 町 5,526,585 

芳 賀 町  1,823,801 
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 第３４号議案 
 

    包括外部監査契約の締結について 
 

 

  次のとおり契約を締結するものとする。 

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

 １ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 

 ２ 契 約 の 始 期 令和８年４月１日 

 

 ３ 契 約 金 額 16,016,000円以内 

 

 ４ 費 用 の 支 払 方 法 概算払とし、四半期ごとの支払 

 

 ５ 契 約 の 相 手 方 宇都宮市一番町３番17号     福   田       栄 

 

 ６ 契約の相手方の資格 公認会計士 
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 第３５号議案 
 

    地方独立行政法人栃木県立がんセンター中期計画の認可について 
 

 

  地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第26条第１項の規定により、地方独立行政法人栃木県立がんセンター中期計画について別冊のとおり認 

 

可するため、同法第83条第３項の規定により議決を求める。  

 

   令 和 ８ 年 ２ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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